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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
務
災
害
と
は
、
一
般
に
、
公
務
上
の
災
害
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
を
い
う
。
）
を
い
う
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
館
員
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
災
害
の
認
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。


